
こ
こ
で
言
う
時
間
外
労
働
の

の
休
日
）
の
労
働
を
除
い
た
他

有
期
雇
用
契
約
者
に
対
す
る

計
算
に
は
法
定
休
日
（
週
一
回

の
休
日
の
労
働
も
含
ま
れ
ま
す
。

無
期
転
換
ル
ー
ル
と
は

有
期
雇
用
が
申
出
に
よ
っ
て

無
期
雇
用
に
変
更
と
な
る
こ
と

を
言
い
ま
す
。
こ
れ
に
は
次
の

要
件
が
あ
り
ま
す
。

労
働
者
を
雇
用
す
る
と
き
及

１
、
二
以
上
の
有
期
労
働
契
約

び
有
期
雇
用
労
働
者
の
契
約
更

二
、
有
期
雇
用
労
働
者

の
通
算
契
約
期
間
が
五
年
を

新
の
と
き
は
労
働
条
件
を
明
示

に
対
し
て

超
し
て
い
る
こ
と

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
令

２
、
現
に
五
年
を
超
す
こ
と
と

和
六
年
四
月
一
日
か
ら
は
そ
の

・
更
新
上
限
の
有
無

な
る
契
約
期
間
内
で
就
労
中

明
示
す
る
内
容
に
次
の
事
項
が

・
無
期
転
換
申
込
権
が
発
生

で
あ
る
こ
と

追
加
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し

す
る
時
期
そ
の
権
利
内
容

３
、
２
の
期
間
内
に
事
業
主
に

こ
れ
ま
で
建
設
業
の
時
間
外

休
日
労
働
を
合
わ
せ
た
月
平

た
。

・
無
期
転
換
申
込
権
が
発
生

申
し
出
る
こ
と

労
働
に
つ
い
て
は
上
限
規
制
の

均
時
間
は
八
〇
時
間
以
内

一
、
全
て
の
労
働
者
に
対
し
て

し
た
者
に
対
す
る
無
期
転

４
、
申
出
が
あ
っ
た
場
合
、
事

適
用
が
猶
予
さ
れ
、
制
限
無
く

・

年
六
回
を
限
度
と
し
、
時

換
後
の
労
働
条
件

業
主
は
拒
否
で
き
な
い
こ
と

可
能
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
令

間
外
労
働
は
月
四
五
時
間
を

・
就
業
場
所

５
、
申
し
出
た
日
の
属
す
る
契

和
六
年
四
月
一
日
か
ら
は
こ
の

超
す
こ
と
が
出
来
る

・
業
務
変
更
の
範
囲

約
期
間
の
終
了
翌
日
か
ら
は

猶
予
が
な
く
な
り
、
他
の
業
種

同
一
の
労
働
条
件
に
て
無
期

と
同
様
の
規
制
が
適
用
さ
れ
る

雇
用
に
変
更
と
な
る
こ
と

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

後
は
無
期
雇
用
と
な
り
、
年
齢

他
の
業
種
と
同
様
と
す
る
と

制
限
無
く
雇
用
が
続
く
こ
と
と

つ
ま
り
、
一
年
更
新
の
場
合

の
内
容
は
次
の
通
り
で
す
。

な
り
ま
す
。
ト
ラ
ブ
ル
の
発
生

は
更
新
四
回
で
丁
度
五
年
と
な

が
予
想
さ
れ
ま
す
。

り
、
申
出
が
出
来
る
の
は
次
の

・

一
年
間
で
は
時
間
外
労
働

こ
れ
を
解
決
す
る
方
法
と
し

五
回
目
の
更
新
（
勤
務
期
間
が

は
七
二
〇
時
間
以
内

て
は
、
就
業
規
則
に
こ
う
し
た

五
年
超
）
に
は
い
っ
て
か
ら
と

・

一
ヶ
月
で
は
時
間
外
労
働

高
度
専
門
職
や
定
年
到
達
後

に
有
期
雇
用
を
し
た
場
合
は
ど

定
年
々
齢
後
の
者
を
新
規
雇
用

な
り
ま
す
。

と
休
日
労
働
の
合
計
が
一
〇

引
き
続
き
雇
用
さ
れ
る
有
期
雇

う
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

し
た
場
合
の
取
り
扱
い
を
定
め

契
約
期
間
が
二
年
の
場
合
は

〇
時
間
未
満

用
労
働
者
（
継
続
雇
用
の
高
齢

こ
れ
に
つ
い
て
は
何
ら
の
法

て
お
き
、
労
働
条
件
通
知
書
に

二
度
目
の
更
新
期
間
中
に
五
年

・

過
去
二
ヶ
月
～
六
ヶ
月
の

者
を
含
む
）
に
つ
い
て
は
、
都

規
定
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
い
こ

も
こ
の
旨
を
記
載
す
る
こ
と
が

を
超
す
こ
と
と
な
り
ま
す
の

そ
れ
ぞ
れ
の
時
間
外
労
働
と

道
府
県
労
働
局
長
の
認
定
を

と
は
原
則
の
無
期
転
換
ル
ー
ル

良
い
方
法
と
な
り
ま
す
。

で
、
更
新
し
た
初
日
か
ら
申
出

受
け
た
場
合
、

が
適
用
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と

が
で
き
ま
す
。

無
期
転
換
ル

に
な
り
ま
す
。

ー
ル
が
適
用

具
体
的
に
は
、
例
え
ば
定
年

雇
用
契
約
期
間

さ
れ
な
い
特

を
六
〇
歳
と
し
て
い
る
会
社

六
〇
歳
未
満
に
つ
い
て
は
最
長
三
年

例
が
設
け
ら

で
、
他
社
を
退
職
し
た
六
一
歳

れ
て
い
ま
す
。

の
者
を
有
期
契
約
で
雇
用
し
た

雇
用
期
間
の
定
め
を
す
る
場

了
を
期
す
も
の
や
、
高
度
な
専

で
は
引
き

場
合
、
そ
の
ま
ま
で
は
六
六
歳

合
、
六
〇
歳
未
満
に
つ
い
て
は

門
的
知
識
を
必
要
と
す
る
業
務

続
く
雇
用
で

以
後
に
無
期
転
換
申
込
権
が
発

最
長
三
年
、
六
〇
歳
以
上
に
つ

に
就
く
場
合
は
、
年
数
の
制
限

は
な
い
定
年

生
し
ま
す
。

い
て
は
同
五
年
ま
で
は
可
能

は
あ
り
ま
せ
ん
。

を
過
ぎ
て
い

と
い
う
こ
と
は
こ
の
権
利
を

と
な
っ
て
い
ま
す
。

最
短
期
間
に
つ
い
て
は
、
制

る
者
を
新
規

行
使
し
た
者
に
つ
い
て
は
そ
の

た
だ
し
、
一
定
の
事
業
の
完

限
は
あ
り
ま
せ
ん
。

事
務
所
ニ
ュ
ー
ス
発行人

社会保険労務士法人
ふくる

発行編集責任者
高橋寿夫

令和６年３月１日 事務所ニュース 社会保険労務士法人 ふくる

定
年
退
職
者
を
新
規
に
期
間
雇
用

無
期
転
換
ル
ー
ル
の
適
用
は
？

建
設
業
に
て
の
時
間
外
労
働

四
月
か
ら
は
猶
予
期
間
が
終
了
し

他
業
種
な
み
に

健康保険料率
引き下げ

令和６年３月１日
改正

本人負担率
健康保険
千分の ４８.１５

介護保険
千分の ８.０

厚生年金は変わらず
千分の ９１.５

控除は、
給与：４月支給分から
賞与：３月支給分から

労
働
条
件
通
知
書明示

事
項
が
追
加


